
一改革は新たな段階へ（基本方針第2弾）－

●

ナヰナイナヰ　ネ十

政府は昨年6月より、いわゆす骨太の方針l「基本方針　第1弾」）を踏まえ、構造改革を推

進するとともに、景気r雇用情勢に適切に対応してきました。これにより、経済と財政の悪化

に一定の歯止めをかけることに成功しました。

この成果の上に立ち、構造改革の新たな段階に歩を進めます。

●税制改革や地方行財政改革、社会保障制度改革などを推進し【経済社会の活力」を高める

とともは全ての人が参画し負担し合う公正な社会」を構築します。

ぜ負担に値する質の高い小さな政府」を実現するため、歳出改革を加速します。

癖デフレの克服」を目指し、政府・日本銀行が一体となって強力かつ総合的な取組を行うと

ともに、構造改革特区の創設等痴経済活性化戦略」を推進し【民間需要主導の本格的な

回復軌道」を目指します。
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※1　国家公務員の身分を付与しないため、公務員型に比う、より弾力的な人事制度が可能となる。
※2　生物が営む生命現象の複雑かつ精緻なメカニズムを解明するとともに、その成果を医療、環境、農林水産業、産業等の種々

の分野に応用することを目指すもの。
※3　高機能・低消長電力の次世代携帯端末などのための新しい集積回路（I C）などを実現する技術。
※4　倒産した企業の処理手続を定めた法制度。会社更生、民事再生、破産、特別清算などの手続がある。


